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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯蔵庫本体の貯蔵室を開閉する引き出し式の扉を複数備えると共に、各扉に対応して設
けられ該当扉を開放補助するための開放指令を発生する複数の開放指令発生部と、各扉の
夫々に対応して設けられ該当扉に対して開放方向へ力を作用させるアクチュエータとを備
え、
　前記複数の開放指令発生部からほぼ同時に開放指令が発生したときに、最初に一つの扉
に対応する前記アクチュエータを駆動させ、その後残りの扉に対応するアクチュエータを
順次駆動させる制御手段を設けたことを特徴とする貯蔵庫。
【請求項２】
　各扉の開放にかかる開扉負荷を判定する開扉負荷判定手段を備え、
　制御手段は、複数の開放指令発生部からほぼ同時に開放指令が発生したときに、前記開
扉負荷判定手段により前記開扉負荷が軽いと判定された扉に対応するアクチュエータを最
初に駆動することを特徴とする請求項１に記載の貯蔵庫。
【請求項３】
　各扉は裏面側に、貯蔵物を収容する貯蔵容器を備えて、該扉と貯蔵容器とが一体的に引
き出される構成であり、
　開扉負荷判定手段は、各扉に対応して、当該扉及び貯蔵容器並びに貯蔵物を含めた各扉
の全体的な重さを検出する重量センサを備え、この重量センサによる検出重量が軽いほど
開扉負荷が軽いと判定することを特徴とする請求項２に記載の貯蔵庫。
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【請求項４】
　開扉負荷判定手段は、各扉の開放所要時間を記憶した開放所要時間記憶手段を備え、こ
の開放所要時間が短いほど開扉負荷が軽いと判定することを特徴とする請求項２に記載の
貯蔵庫。
【請求項５】
　開扉負荷判定手段は、各貯蔵室の内圧を判断する内圧判断手段を備え、この内圧判断手
段により判断された内圧が高いほど開扉負荷が軽いと判定することを特徴とする請求項２
に記載の貯蔵庫。
【請求項６】
　制御部は、複数の扉について開放指令が発生したときに、当該複数の扉の大きさが異な
る場合には例外として当該複数の扉に対応するアクチュエータをほぼ同時に駆動すること
を特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載の貯蔵庫。
【請求項７】
　各アクチュエータを共通に駆動する駆動素子を設け、且つ、各アクチュエータを個別に
開閉する回路スイッチを設け、
  制御手段は、前記駆動素子を制御すると共に、前記回路スイッチを選択して開閉制御す
ることにより前記アクチュエータを選択して駆動するようになっていることを特徴とする
請求項１ないし６のいずれかに記載の貯蔵庫。
【請求項８】
　貯蔵庫本体の貯蔵室を開閉する引き出し式の扉を複数備えると共に、各扉に対応して設
けられ該当扉を開放補助するための開放指令を発生する複数の開放指令発生部と、各扉の
夫々に対応して設けられ該当扉に対して開放方向へ力を作用させるアクチュエータと、
　前記開放指令発生部から開放指令がほぼ同時に対応する判断基準時間内に複数発生した
か否かを判定する判定手段と、この判定手段がＮＯと判定したときはその開放指令に対応
する前記アクチュエータを駆動させ、ＹＥＳと判定したときはそれら複数の開放指令のう
ち一つの開放指令のみ有効としこの有効な指令信号により前記アクチュエータを作動させ
他の開放指令による前記アクチュエータの駆動を行わせない制御手段とを備えたことを特
徴とする冷蔵庫。
【請求項９】
　貯蔵庫本体の貯蔵室を開閉する引き出し式の扉を複数備えると共に、各扉に対応して設
けられ該当扉を開放補助するための開放指令を発生する複数の開放指令発生部と、各扉の
夫々に対応して設けられ該当扉に対して開放方向へ力を作用させるアクチュエータと、
　前記開放指令発生部から開放指令がほぼ同時に対応する判断基準時間内に複数発生した
か否かを判定する判定手段と、この判定手段がＮＯと判定したときはその開放指令に対応
する前記アクチュエータを駆動させ、ＹＥＳと判定したときは予め定められた優先順位に
従ってアクチュエータを駆動させる制御手段とを備えたことを特徴とする冷蔵庫。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貯蔵庫本体の貯蔵室を開閉する引き出し式の扉を複数備えると共に、複数の
扉に対応して該当扉を開放補助するためアクチュエータを備えた貯蔵庫に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、貯蔵庫例えば冷蔵庫においては、回動式扉として冷蔵室用扉や冷凍室扉が知
られており、この回動式扉の開放を補助するためにソレノイドなどのアクチュエータを庫
本体に設け、扉開放補助スイッチがオンされると、前記アクチュエータに通電して、扉に
対して開放方向へ力を作用させ、もって、開扉補助を行なうようにしたものがある。
【特許文献１】特開平１－１５０７８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】



(3) JP 4054338 B2 2008.2.27

10

20

30

40

50

【０００３】
　最近、冷蔵庫においては、冷蔵庫における冷凍室や野菜室さらには温度切替室などの扉
を引き出し式にすることも増えてきており、複数の引き出し式扉に対応させて、それぞれ
扉開放補助スイッチ及びアクチュエータを設けて、該複数の引き出し式扉の開扉補助がで
きるようにすることが考えられている。
　ところが、複数のアクチュエータが同時に通電駆動されてしまうと、一時に大きな電流
が流れて家屋の電源ブレーカーが動作してしまう虞がある。また、複数の引き出し式の扉
がほぼ同時に開放された場合、回動式の扉の場合と違って、下側の引き出し式扉では上側
の引き出し式扉に邪魔されて、貯蔵物の出し入れが行い難いものであり、また、この場合
下側の扉では、出し入れがなされないまま無駄に開放したままとなって、冷気漏洩も多い
。従って、複数扉の同時開放は回避した方が好ましい。
【０００４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の引き出し式の扉
に対してほぼ同時に開放指令が発生しても、複数の扉が同時に開放補助されることを防止
できて、大電流の発生を防止できる貯蔵庫を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１の発明は、貯蔵庫本体の貯蔵室を開閉する引き出し式の扉を複数備えると共に
、各扉に対応して設けられ該当扉を開放補助するための開放指令を発生する複数の開放指
令発生部と、各扉の夫々に対応して設けられ該当扉に対して開放方向へ力を作用させるア
クチュエータとを備え、前記複数の開放指令発生部からほぼ同時に開放指令が発生したと
きに、最初に一つの扉に対応する前記アクチュエータを駆動させ、その後残りの扉に対応
するアクチュエータを順次駆動させる制御手段を設けたところに特徴を有する。
【０００７】
　これによれば、ユーザーが不用意に複数の開放指令発生部からほぼ同時に開放指令を発
生させた場合でも、制御手段は、最初に一つの扉に対応する前記アクチュエータを駆動さ
せ、その後残りの扉に対応するアクチュエータを駆動させるから、複数の扉が同時に開放
補助されることを防止できて、大電流の発生を防止できる。さらに開放指令があった扉を
順次開放補助できる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、複数の扉が同時に開放補助されることを防止できて、大電流の発生を防止で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を冷蔵庫に適用した第１の実施例について図１ないし図５を参照して説明
する。図２には貯蔵庫に相当する冷蔵庫を正面から見て示している。冷蔵庫１は、貯蔵庫
本体に相当する庫本体２に図示しないが冷蔵室、野菜室（これは符号４Ａをもって図３に
示している）、切替室、製氷室、冷凍室を形成しており、各室は、冷蔵室用扉３、野菜室
用扉４、切替室用扉５、製氷室用扉６、冷凍室用扉７により開閉されるようになっている
。前記冷蔵室用扉３、切替室用扉５及び製氷室用扉６は回動式の扉であり、また野菜室用
扉４及び冷凍室用扉７は引き出し式の扉である。この野菜室用扉４及び冷凍室用扉７はほ
ぼ同じ構成であるので、野菜室用扉４を代表して説明する。
【００１０】
　図３及び図４に示すように、この野菜室用扉４の裏面には支持部材８が取り付けられて
おり、この支持部材８に貯蔵容器９が支持されている。この支持部材８は後端部に支持ロ
ーラ８ａを有し、野菜室４Ａ内側面に設けられたレール１０上を前後にスライドできるよ
うになっている。これにより野菜室用扉４を引き出し操作すると、貯蔵容器９も引き出さ
れるものである。
【００１１】
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　この野菜室用扉４及び前記冷凍室用扉７には、夫々扉４及び７を開放補助（開放補助と
は、ユーザーの開扉操作力を軽くすることと、及び強制的に開放することのいずれの場合
でも良い）するための開扉補助装置１１が設けられている。以下、この開扉補助装置１１
について説明する。野菜室４Ａの開口部には、アクチュエータとしての第１の電磁石１２
が左右一対設けられており、これと対向する野菜室用扉４裏面には一対の永久磁石１３が
配設されており、電磁石１２は永久磁石１３に対して反発する極性となるように通電され
て野菜室用扉４に対して開放方向へ力を作用させ、野菜室用扉４を開放補助する。
　また、冷凍室用扉７裏面にも、前記第１の電磁石１２及び永久磁石１３と同様の関係で
、アクチュエータたる第２の電磁石１４（図１参照）が設けられ、該第２の電磁石１４に
対向する冷凍室用扉７裏面には図示しないが永久磁石が設けられている。
【００１２】
　野菜室用扉４の開扉用の手掛け４ａには開放指令発生部としてのタッチスイッチからな
る野菜室開扉スイッチ１５が設けられており、また冷凍室用扉７の開扉用の手掛け７ａに
は開放指令発生部としてのタッチスイッチからなる冷凍室開扉スイッチ１６が設けられて
いる。なお、これら開扉スイッチ１５、１６は静電容量タイプでも良いし、薄い電極接点
を備えたパネルスイッチでも良い。これら開扉スイッチ１５、１６のオン信号は図示しな
い信号伝達手段（例えばホトカプラなど）を介して貯蔵庫本体たる庫本体２側の制御回路
２４に与えられるようになっている。なお、野菜室用扉４と冷凍室用扉７とは大きさ（正
面からみた面積）がほぼ同じである。
【００１３】
　図１には、開扉補助装置１１の電気回路構成を示している。交流電源の電源コンセント
に接続されるプラグ１７には全波整流回路１８及び平滑コンデンサ１９を有して構成され
た直流電源回路２０が接続されており、この直流電源回路２０の出力側には、制御電源回
路２１と、第１の電磁石駆動回路２２と、第２の電磁石駆動回路２３とが接続されている
。制御電源回路２１は、制御回路２４を初めとして制御機器に制御用電源を与えるもので
ある。
【００１４】
　前記第１の電磁石駆動回路２２は、直列接続された一対の第１の電磁石１２、１２と高
速スイッチング動作可能な駆動素子たる例えばＭＯＳＦＥＴからなる半導体スイッチング
素子２５とを直列に接続すると共に、該一対の第１の電磁石１２に図示極性でフリーホイ
ールダイオード２６を並列に接続し、さらにスイッチング素子２５に図示極性で保護用ダ
イオード２７を並列に接続して構成されている。

                                                                                
【００１５】
　前記第２の電磁石駆動回路２３は、直列接続された一対の第２の電磁石１４と高速スイ
ッチング動作可能な駆動素子たる例えばＭＯＳＦＥＴからなる半導体スイッチング素子２
８とを直列に接続すると共に、該第２の電磁石１４に図示極性でフリーホイールダイオー
ド２９を並列に接続し、さらにスイッチング素子２８に図示極性で保護用ダイオード３０
を接続して構成されている。
　前記スイッチング素子２５、２８は、制御回路２４により高速でスイッチングされてＰ
ＷＭ制御されるものであり、このＰＷＭ制御により、第１の電磁石１２及び第２の電磁石
１４の電磁力ひいては開扉力を調整するようになっている。なお、スイッチング素子２５
、２８を高速でスイッチングすることにより、うなり音の発生を低減している。
【００１６】
　前記制御回路２４は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、入出力インターフェースなどを備えた
マイクロコンピュータを含んで構成されており、この制御回路２４には、前記開扉スイッ
チ１５、１６のオン信号が与えられるようになっている。さらにこの制御回路２４には野
菜室用ドアスイッチ３１、冷凍室用ドアスイッチ３２のオン信号（扉開放検知信号）及び
オフ信号（扉閉塞検知信号）が与えられるようになっている。前記ドアスイッチ３１は、
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野菜室用扉４の開閉を検出すべく野菜室４Ａの開口部に取り付けられており、また、ドア
スイッチ３２は、冷凍室用扉７の開閉を検出すべく冷凍室の開口部に取り付けられている
。
【００１７】
　前記制御回路２４は制御手段として機能するものであり、ＲＯＭに制御のためのプログ
ラムを保有している。この制御回路２４の制御内容について図５を参照して説明する。な
お、この制御回路２４には、予め、野菜室用扉４と冷凍室用扉７とがほぼ同時にオンされ
たときにどちらを優先的に開放補助するかという優先順位が設定されており、この場合、
野菜室用扉４が冷凍室用扉７よりも優先順位が上に設定されている。
【００１８】
　図５のステップＰ１においては、開扉スイッチ１５、１６のいずれかがスイッチオン（
開放指令発生）されたかどうかを判断する。いずれかの開扉スイッチがオンされると、ス
テップＰ２でほぼ同時に他の開扉スイッチがオンされたか否かを判断する。この場合、開
扉スイッチ１５、１６の双方が例えば０．３秒以内にオンされた場合には、ほぼ同時にス
イッチオンされたと判断する。
　ステップＰ２でほぼ同時にスイッチオンがされなかったと判断されると、ステップＰ３
に移行し、電磁石１２、１４のうち、ステップＰ１でオンされた開扉スイッチに対応する
電磁石に通電して当該開扉スイッチに対応する扉を開放補助する。
【００１９】
　例えばユーザーが不用意に開扉スイッチ１５、１６をほぼ同時にオンした場合には、ス
テップＰ２でほぼ同時にスイッチオンされたと判断され、ステップＰ４に移行する。この
ステップＰ４で、先にスイッチオンされた開扉スイッチが、優先順位が上の野菜室用扉４
用の開扉スイッチ１５であるか否かを判断し、この開扉スイッチ１５であると、ステップ
Ｐ５で、当該先にオンされた開扉スイッチ１５に対応する第１の電磁石１２に通電する。
この通電は、スイッチング素子２５を所定のデューティー比でＰＷＭ制御することで行な
う。これにより、野菜室用扉４が開放補助される。
【００２０】
　先にオンされた開扉スイッチが、優先順位が下の冷凍室用扉７の開扉スイッチ１６であ
るときには（ステップＰ４の「ＮＯ」）、この場合も、ステップＰ６で、後にオンされた
開扉スイッチに相当する開扉スイッチ１５と対応する第１の電磁石１２に通電する。つま
り、複数の開扉スイッチ１５、１６からほぼ同時にスイッチオン信号（開放指令）が発生
したときには、野菜室用扉４に対応する電磁石１２のみを通電駆動させる。
【００２１】
　このような本実施例によれば、ユーザーが不用意に複数の開扉スイッチ１５、１６から
ほぼ同時にオン信号を発生させた場合でも、制御回路２４は、一つの扉に対応する電磁石
のみを駆動させるから、扉４、７が同時に開放補助されることを防止でき、大電流の発生
を防止できる。
　なお、上記実施例では、開扉補助の優先順位を、上段に位置する野菜室用扉４が上位と
なるように設定したことで、注意の行き届きにくい下段の冷凍室用扉７が、不用意なスイ
ッチの同時操作で開放補助されることがなくて、例えば足などに不用意に冷凍室用扉７が
当たることを防止できる。
【００２２】
　図６は本発明の第２の実施例を示しており、この実施例では、制御回路２４の制御機能
が若干異なる。この図６においてステップＱ１～ステップＱ４は、第１の実施例における
図５のステップＰ１～ステップＰ４と同じである。ステップＱ４において、先にオンされ
た開扉スイッチが優先順位が上位の野菜室用扉４であることが判断されると、ステップＱ
５に移行して、当該先にオンされた開扉スイッチ４に対応する電磁石１２に通電し、その
後、ステップＱ６で、後にオンされた開扉スイッチ冷凍室用扉７に対応する電磁石１４に
通電する。
【００２３】
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　また、ステップＱ４において、先にオンされた開扉スイッチが優先順位が下位の冷凍室
用扉７であることが判断されると、ステップＱ５に移行して、後にオンされた開扉スイッ
チ４に対応する電磁石１２に通電し、その後、ステップＱ６で、先にオンされた開扉スイ
ッチ冷凍室用扉７に対応する電磁石１４に通電する。つまり、ほぼ同時に開扉スイッチ１
５、１６がオンされると、最初に優先順位が上位の野菜室用扉４の電磁石１２が通電駆動
され、この後残りの電磁石１４が通電駆動される。
【００２４】
　この第２の実施例によれば、ユーザーが不用意に複数の開扉スイッチ１５、１６をほぼ
同時にオンさせた場合でも、制御回路２４は、最初に野菜室用扉４に対応する電磁石１２
を駆動させ、その後残りの冷凍室用扉７に対応する電磁石１４を駆動させるから、野菜室
用扉４及び冷凍室用扉７が同時に開放補助されることを防止できて、大電流の発生を防止
できる。さらにスイッチオンがあった扉を順次開放補助できる。
【００２５】
　図７及び図８は本発明の第３の実施例を示している。この第３の実施例においては、次
の点が第１の実施例と異なる。開扉スイッチ１５、１６の開放にかかる開扉負荷を判定す
る開扉負荷判定手段として重量センサ４１、４２を備えている。重量センサ４１は、図７
に示すように、野菜室４Ａのレール１０後端上部に、ローラ８ａの荷重（貯蔵容器９や貯
蔵物の重さが含まれる）を受けるように配設されている。なお、重量センサ４２は冷凍室
のレール後端上部に配設されているが、便宜上図７に示している。
【００２６】
　この第３の実施例においては、制御回路２４は、開扉負荷判定手段として機能するもの
である。この開扉負荷判定手段としては、重量センサ４１、４２を備えた構成である。す
なわち、制御回路２４、重量センサ４１の検出結果が「軽い」ものであれば、野菜室用扉
４の開放にかかる負荷は小さいと判定し、検出結果が「重い」ものであれば、野菜室用扉
４の開放にかかる負荷は大きいと判定する。また冷凍室の重量センサ４２の検出結果に応
じて冷凍室用扉７の開放にかかる負荷を、同様に判定する。
【００２７】
　制御回路２４は、図８に示す制御を行なう。図８においてステップＲ１～ステップＲ３
は第１の実施例の図５のステップＰ１～ステップＰ３と同じである。ステップＲ３におい
て、ほぼ同時に開扉スイッチ１５、１６がオンされたことが判断されると、重量センサ４
１、４２の検出結果に応じていずれの電磁石に通電するかを決定する。すなわち、ステッ
プＲ４においては、開扉スイッチ１５、１６のうち先にオンされたスイッチに対応する重
量センサが軽いか否かを判断し、「ＹＥＳ」であると、ステップＲ５で先にオンされた開
扉スイッチに対応する電磁石に通電し、そしてステップＲ６で、後にオンされた開扉スイ
ッチに対応する電磁石に通電する。またステップＲ４「ＮＯ」であると、後にオンされた
開扉スイッチに対応する電磁石を最初に通電し（ステップＲ７）、そして、先にオンされ
た開扉スイッチに対応する電磁石を通電する（ステップＲ８）。
【００２８】
　つまり、該野菜室４Ａの重量センサ４１の検出結果が冷凍室の重量センサ４２の検出結
果より「軽い」というものであれば、先に野菜室用扉４の開扉スイッチ１５に対応する磁
石１２が通電され、逆に、冷凍室の重量センサ４２の検出結果が野菜室４Ａの重量センサ
４１の検出結果より「軽い」というものであれば、先に冷凍室用扉７の開扉スイッチ１６
に対応する磁石１４が通電される。
【００２９】
　この第３の実施例によれば、開扉スイッチ１５、１６からほぼ同時にオン信号が発生し
たときには、制御回路２４は重量センサ４１、４２からの重量検出結果に基づいて、前記
開扉負荷が軽いと判定された扉に対応するアクチュエータを最初に駆動するから、最初に
開放補助する扉を短時間で開放補助でき、つまり、開放補助に要する時間が長い扉を先に
開放補助する場合に比して、スイッチ応答性が良く、使い勝手が良い。
【００３０】
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　図９は本発明の第４の実施例を示しており、この実施例では、開扉負荷判定手段として
の構成が前記第５の実施例と異なる。すなわち、制御回路２４は重量センサ４１、４２を
備えておらず、代わりに、野菜室用扉４の開放所要時間（電磁石１２への通電開始から野
菜室用ドアスイッチ３１のオン（扉開放検出）までの時間）Ｔｍ４と、冷凍室用扉７の開
放所要時間（電磁石１４への通電開始から冷凍室用ドアスイッチ３２のオン（扉開放検出
）までの時間）Ｔｍ７とを、開放所要時間記憶手段としての例えばＲＡＭに順次記憶させ
るようにしており、この開放所要時間Ｔｍ４あるいはＴｍ７が短いほど開扉負荷が軽いと
判定するようになっている。
【００３１】
　図９のステップＳ１～ステップＳ３は第３の実施例の図８のステップＲ１～ステップＲ
３と同じである。ステップＳ２で、ほぼ同時に開扉スイッチ１５、１６がオンされたこと
が判断されると（「ＹＥＳ」）、ステップＳ４に移行し、開扉スイッチ１５、１６のうち
、前回の開扉所要時間が短いのは、先にオンされた方であるか否かを判断する。先にオン
された開扉スイッチに対応する扉の前回の開扉所要時間が、後にオンされたものよりも短
いと、ステップＳ５に移行し、先にオンされた開扉スイッチに対応する電磁石に通電し、
ステップＳ６で、この通電開始から該当扉のドアスイッチがオンするまでの開扉所要時間
を測定して、記憶（更新記憶）する。この後、ステップＳ７で、後にオンされた開扉スイ
ッチに対応する電磁石に通電し、ステップＳ８で、この通電開始から該当扉のドアスイッ
チがオンするまでの開扉所要時間を測定して、記憶（更新記憶）する。
【００３２】
　ステップＳ４で「ＮＯ」であれば、ステップＳ９で、後にオンされた開扉スイッチに対
応する電磁石に通電し、ステップＳ１０で、この通電開始から該当扉のドアスイッチがオ
ンするまでの開扉所要時間を測定して、記憶（更新記憶）し、ステップＳ１１で、先にオ
ンされた開扉スイッチに対応する電磁石に通電し、ステップＳ１２で、この通電開始から
該当扉のドアスイッチがオンするまでの開扉所要時間を測定して、記憶（更新記憶）する
。
　要するに、開扉スイッチ１５、１６がほぼ同時にオンされた場合には、先に、開扉所要
時間が短い扉に対応する電磁石を通電駆動し、その後に、開扉所要時間が長い扉に対応す
る電磁石を通電駆動する。この第４の実施例においても、第３の実施例と同様の効果を奏
する。
【００３３】
　図１０は本発明の第５の実施例を示しており、この実施例においては、次の点が第３の
実施例と異なる。すなわち、この実施例では、開扉負荷判定手段としての構成が前記第５
の実施例と異なる。すなわち、制御回路２４は重量センサ４１、４２を備えておらず、代
わりに、野菜室４Ａと冷凍室の内圧（実際には負圧）を判断する内圧判断手段を備え、こ
の内圧判断手段により判断された内圧が高いほど（負圧が小さいほど）開扉負荷が軽いと
判定する構成となっている。なお、内圧判断手段としては、図示しないが、冷蔵庫の外部
温度を検出する外部温度センサと、野菜室４Ａの温度を検出する野菜室温度センサと、冷
凍室の温度を検出する冷凍室温度センサと、野菜室４Ａのドアスイッチ３１、冷凍室のド
アスイッチ３２などを備え、これらにより野菜室４Ａや、冷凍室の負圧の程度状態を判断
するようにしている。すなわち、冷蔵庫内外の温度差とか、扉の開閉（庫内外の空気の吸
込み、吐き出し）により負圧状況が変化する。特に、外気温が高く、庫内が十分に冷えた
状態で、冷凍室用扉７が開放されてからほぼ１０秒後（ドアスイッチの開閉により時間カ
ウント可能）に野菜室用扉４が開けられるような場合には、野菜室４Ａの負圧の程度は大
きくなることが経験的に知られている。
【００３４】
　図１０においては、ステップＴ４が図８のステップＲ４と異なる。すなわちステップＴ
４では、先にオンされた開扉スイッチに対応する室（貯蔵室）の内圧は相対的に高いか（
相対的に負圧は小さいか）を判断し、高ければ（「ＹＥＳ」）、ステップＴ５（ステップ
Ｒ５と同様）、ステップＴ６（ステップＲ６と同様）に移行し、高くなければ（「ＮＯ」
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）、ステップＴ７（ステップＲ７と同様）、ステップＴ８（ステップＲ８と同様）に移行
する。要するに、負圧の相対的に小さい方の室に対応する電磁石を先に通電駆動し、その
後に、負圧の相対的に大きい方の室に対応する電磁石を通電駆動する。この第５の実施例
においても、第３の実施例と同様の効果が得られる。
【００３５】
　図１１は本発明の第６の実施例を示しており、この実施例では、複数の扉についてオン
信号が発生したときに、当該複数の扉の大きさが異なる場合には例外として当該複数の扉
に対応する電磁石をほぼ同時に駆動するようにしたところに特徴がある。すなわち、この
実施例においては、野菜室用扉４及び冷凍室用扉７の他に、切替室用扉５及び製氷室用扉
６も引き出し式の扉に構成されており、且つ、各扉に、開放指令発生部としてのタッチス
イッチからなる開扉スイッチ及び扉開放のためのアクチュエータたる電磁石が備えられた
構成となっている。なお、野菜室用扉４及び冷凍室用扉７の大きさはほぼ同じで、これに
対して、切替室用扉５の大きさは小さく、製氷室用扉６はこの切替室用扉５よりさらに小
さい。
【００３６】
　この図１１のフローチャートにおいて、特徴的なところについて述べると、複数の開扉
スイッチがほぼ同時にオンされると、ステップＵ４において、そのオンされた開扉スイッ
チに該当する扉の大きさが同じであるか否かを判断し、同じでないときには（「ＮＯ」）
、ステップＵ５に移行して、オンされた複数の開扉スイッチに対応する電磁石を同時に通
電する（例外的に通電する）。この制御の趣旨は、次にある。すなわち、扉の大きさが異
なれば、電磁石の出力も異なり、特に、切替室用扉５や製氷室用扉６を開放補助するため
の電磁石の出力は、野菜室用扉４や冷凍室用扉７の電磁石の出力よりも小さくて済む。こ
れを考慮すると、扉の大きさが異なる場合には、ほぼ同時に電磁石を通電駆動しても、大
電流が流れることがなく、そして、時間差を持たずに複数の扉を開放補助できて使い勝っ
てが良い。
【００３７】
　図１２及び図１３は本発明の第７の実施例を示しており、この実施例においては、図１
の電気回路構成に比して、電磁石１２、１４の通電回路５１に特徴がある。すなわち、各
電磁石１２、１４を共通に駆動する駆動素子たるスイッチング素子５２を設け、且つ、各
電磁石１２、１４を個別に開閉する回路スイッチ５３、５４を設け、制御回路２４により
、スイッチング素子５２を制御すると共に、回路スイッチ５３、５４を選択して開閉制御
することにより前記電磁石１２、１４を選択して駆動するようになっている。
　この場合、図１３のステップＶ６及びステップＶ７、あるいはステップＶ８及びステッ
プＶ９から分かるように、回路スイッチ５３、５４のうち、先にいずれかの回路スイッチ
をオンし、その後スイッチング素子５２を駆動することにより、いずれかの電磁石が通電
駆動されることになる。
【００３８】
　この第７の実施例によれば、電磁石１２、１４を択一して通電駆動する制御を行なう（
同時通電駆動を行なわない）場合に、高速スイッチングされる高価なスイッチング素子を
一つで済ませることができ、低コストを図ることができる。また、電磁石１２と電磁石１
４とを並列接続し、これら電磁石１２、１４に共通に図示極性のフリーホイールダイオー
ド５５を接続したので、ダイオード個数も少なくできる。
【００３９】
　なお本発明は上記した各実施例に限定されるものではなく、次のように変更して実施し
ても良い。開放指令発生手段として開扉スイッチは、操作パネルに、複数配設するように
しても良いし、また、リモコンに複数搭載しても良い。また、駆動素子としてＭＯＳＦＥ
Ｔに限られず、ＩＧＢＴなどでも良い。また、アクチュエータとしてはソレノイドなどで
も良い。また、冷蔵庫に限られず、貯蔵庫全般に適用して実施できる。また、上記実施例
では「ほぼ同時」の判断基準として「０．３秒以内」としたが、これは適宜設定すれば良
い。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１の実施例を示す開扉補助装置の電気回路図
【図２】冷蔵庫の正面図
【図３】野菜室部分の破断側面図
【図４】開扉状態における野菜室用扉部分の斜視図
【図５】制御内容を示すフローチャート
【図６】本発明の第２の実施例を示す図５相当図
【図７】本発明の第３の実施例を示す図３相当図
【図８】図６相当図
【図９】本発明の第４の実施例を示す図６相当図
【図１０】本発明の第５の実施例を示す図６相当図
【図１１】本発明の第６の実施例を示す図６相当図
【図１２】本発明の第７の実施例を示す図１相当図
【図１３】図６相当図
【符号の説明】
【００４１】
　図面中、１は冷蔵庫（貯蔵庫）、２は庫本体（貯蔵庫本体）、４は野菜室用扉、４Ａは
野菜室（貯蔵室）、７は冷凍室用扉、１１は開扉補助装置、１２は第１の電磁石（アクチ
ュエータ）、１４は第２の電磁石（アクチュエータ）、１５は野菜室用開扉スイッチ（開
放指令発生部）、１６は冷凍室用開扉スイッチ（開放指令発生部）、２４は制御回路（制
御手段）、２５、２８、５２はスイッチング素子（駆動素子）、５３、５４は回路スイッ
チを示す。

【図１】 【図２】



(10) JP 4054338 B2 2008.2.27
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(12) JP 4054338 B2 2008.2.27

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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